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○
国
土
交
通
省
令
第
六
十
四
号

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
二
号
）
及

び
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す

る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
三
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
及
び
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

大
畠

章
宏

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）
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第
二
章

高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
（
第
二
条
）

第
三
章

地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
高
齢
者
向
け
の
優
良
な
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
等
（
第
三
条

第
三
十
条
）

－
第
四
章

終
身
建
物
賃
貸
借
（
第
三
十
一
条－

第
三
十
八
条
）

第
五
条

雑
則
（
第
三
十
九
条・

第
四
十
条
）

附
則

第
一
条
第
三
号
中
「
都
道
府
県
知
事
」
を
「
地
方
公
共
団
体
の
長
」
に
、
「
地
方
公
共
団
体
が
整
備
及
び
管
理
を

行
う
高
齢
者
向
け
の
優
良
な
賃
貸
住
宅
に
係
る
入
居
者
及
び
同
居
す
る
者
の
所
得
金
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
方
公

共
団
体
の
長
が
認
定
し
た
額
と
し
、
法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の
要
請
に
基
づ
い
て
独
立
行
政
法

人
都
市
再
生
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
又
は
地
方
住
宅
供
給
公
社
（
以
下
「
公
社
」
と
い
う
。
）
が
整
備

及
び
管
理
を
行
う
高
齢
者
向
け
の
優
良
な
賃
貸
住
宅
に
係
る
入
居
者
及
び
同
居
す
る
者
の
所
得
金
額
に
つ
い
て
は
、

当
該
要
請
を
し
た
地
方
公
共
団
体
の
長
が
認
定
し
た
額
と
し
、
機
構
」
を
「
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
（
以
下

「
機
構
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
法
第
五
十
三
条
第
一
項
各
号
」
を
「
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
二
章
及
び
第
三
章
を
削
る
。

第
一
条
の
二
見
出
し
中
「
第
三
条
の
二
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
中
「
高
齢
者
の

居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二
第
三
項
第
二
号
」
を
「
法
第
四
条
第
三
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項
」
に
改
め
、
第
一
章
の
二
中
同
条
を
第
二
条
と
す
る
。

第
一
章
の
二
を
第
二
章
と
す
る
。

第
三
十
五
条
中
「
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

「
床
面
積
」
を
「
床
面
積
（
共
同
住
宅
に
あ
っ
て
は
、
共
用
部
分
の
床
面
積
を
除
く
。
第
十
七
条
第
一
号
及
び
第
三

十
三
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
共
同
利
用
の
場
合
」
を
「
居
間
、
食
堂
、
台
所
そ
の
他
の
住
宅
の
部

分
が
高
齢
者
が
共
同
し
て
利
用
す
る
た
め
十
分
な
面
積
を
有
す
る
場
合
（
以
下
「
共
同
利
用
の
場
合
」
と
い
う
。
）

」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
台
所
等
」
を
「
台
所
、
水
洗
便
所
、
収
納
設
備
、
洗
面
設
備
及
び
浴
室
（
以
下
「
台

所
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
等
以
上
の
居
住
環
境
が
確
保
さ
れ
る
場
合
」
を
「
共
用
部
分
に
共
同
し
て
利
用
す

る
た
め
適
切
な
台
所
、
収
納
設
備
又
は
浴
室
を
備
え
る
こ
と
に
よ
り
、
各
戸
に
備
え
る
場
合
と
同
等
以
上
の
居
住
環

境
が
確
保
さ
れ
る
場
合
（
以
下
「
同
等
以
上
の
居
住
環
境
が
確
保
さ
れ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
第
四
章

中
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
三
十
六
条
中
「
第
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
建
物
の
改
良
」
を

「
建
物
の
改
良
（
用
途
の
変
更
を
伴
う
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「

第
四
十
八
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
、
「
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
四
条
の

二
各
号
」
を
「
次
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

一

床
は
、
原
則
と
し
て
段
差
の
な
い
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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二

住
戸
内
の
階
段
の
各
部
の
寸
法
は
、
次
の
各
式
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

≧
1
9
.
5

ＴＲ
2
2

―≦
―

Ｔ
2
1

5
5
≦

Ｔ

＋2
Ｒ

≦
6
5

Ｔ
及
び
Ｒ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。

Ｔ

踏
面
の
寸
法
（
単
位

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

Ｒ

け
あ
げ
の
寸
法
（
単
位

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

三

主
た
る
共
用
の
階
段
の
各
部
の
寸
法
は
、
次
の
各
式
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

≧
2
4

Ｔ5
5
≦

Ｔ

＋2
Ｒ

≦
6
5

四

便
所
、
浴
室
及
び
住
戸
内
の
階
段
に
は
、
手
す
り
を
設
け
る
こ
と
。

五

そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
三
十
七
条
の
見
出
し
中
「
第
四
十
九
条
第
三
号
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第

四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
イ
中
「
な
い
者
」
の
下
に

「
（
身
体
上
又
は
精
神
上
著
し
い
障
害
が
あ
る
た
め
に
常
時
の
介
護
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
居
宅
に
お
い
て
こ
れ
を
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受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え

、
同
号
ロ
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
夫
婦
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
も
の

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
、
「
親
族
」
の
下
に
「
（
配
偶
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
第
五
十

条
」
を
「
第
四
十
六
条
」
に
、
「
公
社
」
を
「
地
方
住
宅
供
給
公
社
（
以
下
「
公
社
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同

条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
三
十
八
条
中
「
第
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
第
四
十
三
条
」
を

「
第
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
」
を
「
第
四
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
四
十
九
条
第

一
項
各
号
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
四
十
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
四
十
一
条
中
「
第
五
十
条
」
を
「
第
四
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
四
十
二
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
四
十
三
条
中
「
第
五
十
六
条
」
を
「
第
五
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
四
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
第
六
号
」
に

改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
令
第
四
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
所
得
の
基
準
）
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第
十
三
条

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
所
得
の
基
準
は
、
十
五
万
八
千
円
（
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
五

万
八
千
円
を
超
え
二
十
一
万
四
千
円
以
下
の
範
囲
内
で
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
額
）
と
す
る
。

第
四
十
五
条
中
「
第
五
十
条
」
を
「
第
四
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

（
令
第
五
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
十
五
条

令
第
五
条
第
二
号
の
共
同
住
宅
の
共
用
部
分
及
び
入
居
者
の
共
同
の
福
祉
の
た
め
必
要
な
施
設
で
あ
っ

て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

廊
下
及
び
階
段

二

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル

三

特
殊
基
礎

四

立
体
的
遊
歩
道
及
び
人
工
地
盤
施
設

五

通
路

六

駐
車
場

七

児
童
遊
園
、
広
場
及
び
緑
地

八

機
械
室
及
び
管
理
事
務
所
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九

高
齢
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設

十

避
難
設
備

十
一

消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
並
び
に
監
視
装
置

十
二

避
雷
設
備
及
び
電
波
障
害
防
除
設
備

第
四
十
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
」
に

改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
四
十
七
条
中
「
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七

条
と
す
る
。

第
四
十
八
条
中
「
第
五
十
三
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
第
六
十
二
条
第
一

項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
四
条
の
二
各
号
」
を
「
第
四
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条

と
す
る
。

第
四
十
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
十
三
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
」
に

改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
五
十
条
見
出
し
中
「
第
五
十
三
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
中
「

第
五
十
三
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
第
五
十
三
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に

改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。
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第
五
十
一
条
中
「
第
五
十
一
条
の
三
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
五
十
一
条
の
二
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
五
十
一
条
の
三
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
五
十
二
条
を
第
二
十
四
条

と
し
、
第
五
十
三
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
五
十
四
条
中
「
第
五
十
四
条
」
を
「
第
五
十
条
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
高
齢
者

円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
五
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
に

改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
五
十
六
条
中
「
第
五
十
五
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
第
五
十
八
条
」
を

「
第
三
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
五
十
七
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
五
十
八
条
を
第
三
十
条
と
す
る
。

第
四
章
を
第
三
章
と
す
る
。

第
五
十
九
条
中
「
第
五
十
七
条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
五
十
三
条
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
、
第
五
章
中
同
条

を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
六
十
条
第
一
項
中
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
三
号
」
を
「
別

記
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
四
号
中
「
整
備
」
の
下
に
「
（
既
存
の
住
宅
そ
の
他
の
建
物
の
改
良
（
用
途
の

変
更
を
伴
う
も
の
を
含
む
。
）
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
中
「
、
定
款
並
び
に
直
前
三
年
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の
各
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
」
を
「
及
び
定
款
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。八

賃
貸
住
宅
の
整
備
を
し
て
事
業
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
整
備
に
関
す
る
工
事
の
完
了
前
に
、
敷
金

を
受
領
せ
ず
、
か
つ
、
終
身
に
わ
た
っ
て
受
領
す
べ
き
家
賃
の
全
部
又
は
一
部
を
前
払
金
と
し
て
一
括
し
て
受

領
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

第
六
十
条
第
三
項
中
「
本
人
確
認
情
報
」
を
「
本
人
確
認
情
報
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八

十
一
号
）
第
三
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
）
」
に
、
「
住
民
基
本
台
帳
法
」
を
「
同

法
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
と
す
る
。

第
六
十
一
条
中
「
第
五
十
八
条
第
二
号
イ
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
三
条
と
す

る
。第

六
十
二
条
第
一
項
中
「
第
五
十
八
条
第
二
号
ロ
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「

第
五
十
七
条
」
を
「
第
五
十
三
条
」
に
、
「
第
五
十
八
条
第
二
号
ロ
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一
号
ロ
」
に
、
「
第
十

四
条
の
二
各
号
」
を
「
第
四
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
六
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
十
八
条
第
六
号
」
を
「
第
五
十
四
条
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を

第
三
十
五
条
と
す
る
。

第
六
十
四
条
中
「
第
五
十
八
条
第
七
号
」
を
「
第
五
十
四
条
第
六
号
」
に
、
「
銀
行
の
前
払
家
賃
」
を
「
同
条
第
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五
号
の
前
払
金
」
に
、
「
保
証
」
を
「
銀
行
に
よ
る
保
証
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
六
条
と
す
る
。

第
六
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
十
八
条
第
八
号
」
を
「
第
五
十
四
条
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
中

第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
を
第
三
十
七
条
と
す
る
。

第
六
十
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
六
十
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

三
十
八
条
と
す
る
。

第
五
章
を
第
四
章
と
す
る
。

第
六
章
及
び
第
七
章
を
削
る
。

第
七
十
七
条
第
一
号
中
「
第
五
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
法
第

五
十
六
条
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
、
法
第
五
十
八
条
か
ら
法
第
六
十
条
ま
で
、
法
第
六
十
二
条
第
一
項
、
法
第
六

十
九
条
、
法
第
七
十
条
、
法
第
七
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
法
第
七
十
二
条
、
法
第
七
十
三
条
並
び
に
法
第
七

十
四
条
第
一
項
」
を
「
法
第
五
十
二
条
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
、
法
第
五
十
四
条
か
ら
法
第
五
十
六
条
ま
で
、
法

第
五
十
八
条
第
一
項
、
法
第
六
十
五
条
、
法
第
六
十
六
条
、
法
第
六
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
法
第
六
十
八
条

、
法
第
六
十
九
条
並
び
に
法
第
七
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
六
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十

四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
第
八
章
中
同
条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。

第
七
十
八
条
を
削
る
。

第
八
章
を
第
五
章
と
す
る
。



- 11 -

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
を
削
る
。

別
記
様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
と
す
る
。
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【
別
記
様
式
】
別
添
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（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
四
の
三
第
八
号
中
「
第
五
十
六
条
」
を
「
第
五
十
二
条
」
に
改
め
る
。

（
農
地
所
有
者
等
賃
貸
住
宅
建
設
融
資
利
子
補
給
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

農
地
所
有
者
等
賃
貸
住
宅
建
設
融
資
利
子
補
給
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
建
設
省
令
第
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
平
方
メ
ー
ト
ル
（
」
の
下
に
「
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
」
を
加
え
る
。

（
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十

三
年
十
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


